
告

示

規

則

福
島
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
七
十
七
号

福
島
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
一
年
福
島
県
規
則
第
三
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式(

裏
面)

中｢第
13条

｣

を｢第
15条

｣

に
、

｢３
万
円
｣

を｢20万
円
｣

に
改
め
、

｢又
は
科
料
｣

を
削
り
、｢対

し
て
｣

の
次
に｢答

弁
を
せ
ず
､
若
し
く
は
｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

統
計
分
析
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、

医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

や
ま
も
り
内
科

福
島
市
八
島
田
字
琵
琶
渕
六
二
│
二

平
成
二
一
年
六

月
一
日

瓜
生
歯
科
医
院

会
津
若
松
市
七
日
町
六
│
一
二

同月
一
七
日

フ
ァ
ー
マ
ラ
イ
ズ
薬
局
卸
町
店

福
島
市
鎌
田
字
卸
町
一
二
│
一

同月
一
日

ア
イ
ル
薬
局
西
口
店

福
島
市
三
河
南
町
四
│
一
三

同

(

社
会
福
祉
課)
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

五
二
八

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た

め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

五
二
八

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

五
二
九

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の

事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

五
二
九

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
が

指
定
を
辞
退
し
た
件

五
二
九

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た

め
の
施
術
者
を
指
定
し
た
件

五
二
九

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件

五
二
九

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
件

五
三
〇

○
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し

た
件

五
三
〇

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た

旨
届
出
が
あ
っ
た
件

五
三
〇

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業

所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
件

五
三
一

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業

所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
件

五
三
一

○
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業

所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
件

五
三
二

○
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業

所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
件

五
三
二

○
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業

所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

五
三
二

○
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指

定
し
た
件

五
三
二

○
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止

し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

五
三
三

○
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
件

五
三
三

○
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
件

五
三
三

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で

き
る
施
設
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
報

告
が
あ
っ
た
件

五
三
四

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

○
小
型
定
置
漁
業
の
保
護
区
域
に
つ
い
て

指
示
す
る
件

五
三
四



公

告

福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

変

更

前

変

更

後

本
多
医
院

か
み
や
内
科
ク
リ
ニ
ッ

田
村
郡
小
野
町
小
野
新
町
字
宿
ノ
後
三
三

ク

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)
第
五
十
条
の
二
の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

や
ま
も
り
内
科

福
島
市
北
中
央
一
│
六
四

平
成
二
一
年
五

月
三
一
日

瓜
生
歯
科
医
院

会
津
若
松
市
七
日
町
六
│
一
二

同

年
六

月
一
六
日

船
引
歯
科
医
院

田
村
市
船
引
町
船
引
字
安
久
津
五
五

同月
三
○
日

フ
ァ
ー
マ
ラ
イ
ズ
薬
局
卸
町
店

福
島
市
鎌
田
字
卸
町
一
二
│
一

同

年
五

月
三
一
日

ア
イ
ル
薬
局
西
口
店

福
島
市
三
河
南
町
七
│
八

同

年
六

月
一
日

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定(

中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三

十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
は
当
該
指
定
を
辞
退
し
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

指
定
辞
退
年
月
日

医
療
法
人
だ
い
ら
く
歯
科
ク
リ

白
河
市
新
白
河
一
│
二
三
〇

平
成
二
一
年
七
月
三
一

ニ
ッ
ク

日

(

社
会
福
祉
課)

福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条

の
規
定(

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護

法
の
規
定
を
含
む
。)

に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
柔
道

整
復
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏

名

住

所

施
術
所
名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

森
川
正
崇

会
津
若
松
市
館
脇
町
二

ゆ
ず
整
骨
院

会
津
若
松
市
南
花
畑
一
│

平
成
二
一
年
七

│
五

一

月
一
日

(

社
会
福
祉
課)

公
告
第
四
百
五
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
八
月
十
二
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
ー
ス
ウ
ェ
イ
ヴ

三

代
表
者
の
氏
名

戸
田

由
美
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
上
鳥
渡
字
樋
ノ
口
北
四
十
三
番
地
の
六
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五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
知
的
障
害
者
や
精
神
障
害
者
に
対
し
て
、
共
同
生
活
援
助
、
共
同
生
活
介
護
に
関

す
る
事
業
を
行
い
、
障
害
者
の
地
域
移
行
の
支
援
と
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
四
百
五
十
五
号

介
護
保
険
法(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

事

業

所

の

申
請
者
の
名

申
請
者
の
主
た

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

ヘ
ル
パ
ー
ス

い
わ
き
市
平
字

株
式
会
社
恵

福
島
県
い
わ
き

平
成
二
一
年

訪
問
介
護

テ
ー
シ
ョ
ン

愛
谷
町
四
│
八

和

市
平
四
ツ
波
字

八
月
一
日

恵
和

│
一

糖
塚
三
三
│
六

ヘ
ル
パ
ー
ス

伊
達
市
梁
川
町

合
同
会
社
ビ

同

県
福
島
市

同

同

テ
ー
シ
ョ
ン

細
谷
字
道
林
下

ル
エ
ー
ス

瀬
上
町
字
町
裏

エ
ー
ス
伊
達

二
│
二

六
│
一

デ
イ
セ
ン
タ

郡
山
市
喜
久
田

株
式
会
社
マ

同

県
郡
山
市

同

通
所
介
護

ー
ふ
れ
あ
い

町
菖
蒲
池
二
二

ツ
イ

喜
久
田
町
菖
蒲

│
五
一
七

三

池
二
二
│
五
一

昇
ビ
ル
一
階

七

三
昇
ビ
ル

一
階

ほ
の
ぼ
の
ハ

い
わ
き
市
内
郷

ハ
ー
ト
株
式

同

県
い
わ
き

同

同

ウ
ス

高
野
町
杉
平
四

会
社

市
常
磐
上
湯
長

七
│
一
一

谷
町
湯
台
堂
一

〇
二
│
四

デ
イ
サ
ー
ビ

南
相
馬
市
原
町

株
式
会
社
日

同

県
南
相
馬

同

同

ス
そ
う
そ
う

区
小
川
町
二
三

本
中
央
福
祉

市
原
町
区
石
神

〇
│
二

字
中
川
原
二
〇

│
一

デ
イ
サ
ー
ビ

同

市
原
町

株
式
会
社
ユ

同

同

同

ス
赤
い
風
船

区
深
野
字
台
畑

ニ
キ
ャ
ス
ト

市
原
町
区
深
野

二
一
│
一

字
台
畑
二
一
│

一

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
五
十
六
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

申
請
者
の
名
称

申
請
者
の
主
た
る

指
定
年
月
日

事
務
所
の
所
在
地

居
宅
介
護
支
援
事

福
島
市
南
矢
野
目

株
式
会
社
よ
つ

福
島
県
福
島
市
飯

平
成
二
一
年

業
所
よ
つ
葉

字
鴨
目
五
〇
│
三

葉
介
護
セ
ン
タ

坂
町
平
野
字
林
添

八
月
一
日

ー

七
一
│
一

居
宅
介
護
支
援
事

同

市
飯
坂
町
字

株
式
会
社
癒
樹

同

市
笹

同

業
所
健
や
か
ラ
イ

湯
町
二
八
│
一

会

谷
字
下
釜
二
四
│

フ

一
四

優
信
会
居
宅
介
護

い
わ
き
市
泉
ケ
丘

有
限
会
社
優
信

同

県
い
わ
き
市

同

支
援
セ
ン
タ
ー

二
│
一
一
│
六

会

泉
ケ
丘
二
│
四
五

│
七

あ
る
ぷ
す
ケ
ア
プ

相
馬
市
沖
ノ
内
一

株
式
会
社
ア
ル

同

県
相
馬
市
沖

同

ラ
ン
セ
ン
タ
ー

│
八
│
五

プ
ス
ビ
ジ
ネ
ス

ノ
内
一
│
二
│
一

ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
福
島

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
五
十
七
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー
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ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

事

業

所

の

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主
た

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

県
中
デ
イ
セ

郡
山
市
喜
久
田

有
限
会
社
松

福
島
県
郡
山
市

平
成
二
一
年

通
所
介
護

ン
タ
ー
ふ
れ

町
菖
蒲
池
二
二

井
指
圧

字
榧
ノ
木
九
一

七
月
三
一
日

あ
い

│
五
一
七

│
八

い
わ
き
中
央

い
わ
き
市
平
字

医
療
法
人
社

同

県
い
わ
き

平
成
二
一
年

訪
問
介
護

ク
リ
ニ
ッ
ク

城
東
二
│
七
│

団
い
わ
き
中

市
平
字
四
町
目

五
月
三
一
日

訪
問
介
護
事

一
四

央
ク
リ
ニ
ッ

一
八
総
和
ビ
ル

業
所

ク

三
階

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
五
十
八
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前
の
事

変
更
後
の
事

事

業

所

の

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主
た

サ
ー
ビ
ス

業
所
の
名
称

業
所
の
名
称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

渡
部
病
院
あ

医
療
法
人
あ

西
白
河
郡
矢
吹

医
療
法
人
あ

福
島
県
西
白
河

訪
問
看
護

さ
ひ
訪
問
看

さ
ひ
会
訪
問

町
文
京
町
二
二

さ
ひ
会

郡
矢
吹
町
文
京

護
ス
テ
ー
シ

看
護
ス
テ
ー

六

町
二
二
六

ョ
ン

シ
ョ
ン

特
定
非
営
利

ヘ
ル
パ
ー
ス

い
わ
き
市
平
研

特
定
非
営
利

福
島
県
い
わ
き

訪
問
介
護

活
動
法
人
い

テ
ー
シ
ョ
ン

町
一

活
動
法
人
い

市
平
研
町
一

わ
き
自
立
生

未
来

わ
き
自
立
生

活
セ
ン
タ
ー

活
セ
ン
タ
ー

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
五
十
九
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

変
更
前
の
事
業

変
更
後
の
事
業

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ
ス

名

称

所
の
所
在
地

所
の
所
在
地

称(

個
人
に

た
る
事
務
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

の
所
在
地

氏
名)

(

個
人
に
あ
っ

て
は
、
住
所)

ふ
れ
あ
い
ず

会
津
若
松
市
東

会
津
若
松
市
東

特
定
非
営
利

福
島
県
会
津

訪
問
介
護

ス
マ
イ
ル
訪

千
石
三
│
四
│

千
石
一
│
一
│

活
動
法
人
ふ

若
松
市
東
千

問
介
護
事
業

五
〇

一
一

れ
あ
い
づ
ス

石
一
│
一
│

所

マ
イ
ル

一
一

ケ
ア
ヘ
ル
パ

同

市
古

同

市
真

株
式
会
社
楓

同

同

ー
楓

川
町
四
│
八

宮
新
町
北
二
│

市
真
宮

一
八

新
町
北
二
│

一
八

い
わ
き
市
社

い
わ
き
市
平
字

い
わ
き
市
平
字

社
会
福
祉
法

同

県
い
わ

同

会
福
祉
協
議

菱
川
町
六
│
四

菱
川
町
一
│
三

人
い
わ
き
市

き
市
平
字
菱

会
指
定
訪
問

社
会
福
祉
協

川
町
一
│
三

介
護
事
業
所

議
会

い
わ
き
市
社

同

同

同

同

訪
問
入
浴

会
福
祉
協
議

会
指
定
訪
問

入
浴
介
護
事

業
所
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社
会
福
祉
法

郡
山
市
中
町
五

郡
山
市
深
沢
二

社
会
福
祉
法

同

県
郡
山

通
所
介
護

人
太
田
福
祉

│
二
五

│
三
│
一

人
太
田
福
祉

市
熱
海
町
玉

記
念
会
太
田

記
念
会

川
字
阿
曾
沢

デ
イ
サ
ー
ビ

一
一
│
一

ス
セ
ン
タ
ー

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
六
十
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前
の
事
業

変
更
後
の
事
業

事

業

所

の

事

業

者

事
業
者
の
主
た
る

所

の

名

称

所

の

名

称

所

在

地

の

名

称

事
務
所
の
所
在
地

渡
部
病
院
あ
さ

医
療
法
人
あ
さ

西
白
河
郡
矢
吹
町

医
療
法
人
あ
さ

福
島
県
西
白
河
郡

ひ
居
宅
介
護
支

ひ
会
居
宅
介
護

文
京
町
二
二
六

ひ
会

矢
吹
町
文
京
町
二

援
事
業
所

支
援
事
業
所

二
六

(
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
六
十
一
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

変
更
前
の
事
業

変
更
後
の
事
業

事

業

者

事
業
者
の
主
た
る

の

名

称

所
の
所
在
地

所
の
所
在
地

の

名

称

事
務
所
の
所
在
地

ケ
ア
プ
ラ
ン
楓

会
津
若
松
市
古
川

会
津
若
松
市
真
宮

株
式
会
社
楓

福
島
県
会
津
若
松

町
四
│
八

新
町
北
二
│
一
八

市
真
宮
新
町
北
二

│
一
八

い
わ
き
市
社
会

い
わ
き
市
平
字
菱

い
わ
き
市
平
字
菱

社
会
福
祉
法

同

県
い
わ
き
市

福
祉
協
議
会

川
町
六
│
四

川
町
一
│
三

人
い
わ
き
市

平
字
菱
川
町
一
│

社
会
福
祉
協

三

議
会

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
六
十
二
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前
の

変
更
後
の

変
更
前
の

変
更
後
の

事
業
者
の
名
称

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
所
の

事
務
所
の
所
在
地

名

称

名

称

所

在

地

所

在

地

今
泉
指
定

今
泉
居
宅

郡
山
市
堂
前

郡
山
市
朝
日

医
療
法
人
明
信

福
島
県
郡
山
市
堂

居
宅
介
護

介
護
支
援

町
二
〇
│
九

二
│
一
八
│

会

前
町
二
〇
│
九

支
援
セ
ン

事
業
所

八

タ
ー

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
六
十
三
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

事

業

所

の

申
請
者
の
名

申
請
者
の
主
た

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)
ヘ
ル
パ
ー
ス

い
わ
き
市
平
字

株
式
会
社
恵

福
島
県
い
わ
き

平
成
二
一
年

介
護
予
防

テ
ー
シ
ョ
ン

愛
谷
町
四
│
八

和

市
平
四
ツ
波
字

八
月
一
日

訪
問
介
護

恵
和

│
一

糖
塚
三
三
│
六

ヘ
ル
パ
ー
ス

伊
達
市
梁
川
町

合
同
会
社
ビ

同

県
福
島
市

同

同

テ
ー
シ
ョ
ン

細
谷
字
道
林
下

ル
エ
ー
ス

瀬
上
町
字
町
裏
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エ
ー
ス
伊
達

二
│
二

六
│
一

デ
イ
セ
ン
タ

郡
山
市
喜
久
田

株
式
会
社
マ

同

県
郡
山
市

同

介
護
予
防

ー
ふ
れ
あ
い

町
菖
蒲
池
二
二

ツ
イ

喜
久
田
町
菖
蒲

通
所
介
護

│
五
一
七

三

池
二
二
│
五
一

昇
ビ
ル
一
階

七

三
昇
ビ
ル

一
階

ほ
の
ぼ
の
ハ

い
わ
き
市
内
郷

ハ
ー
ト
株
式

同

県
い
わ
き

同

同

ウ
ス

高
野
町
杉
平
四

会
社

市
常
磐
上
湯
長

七
│
一
一

谷
町
湯
台
堂
一

〇
二
│
四

デ
イ
サ
ー
ビ

南
相
馬
市
原
町

株
式
会
社
日

同

県
南
相
馬

同

同

ス
そ
う
そ
う

区
小
川
町
二
三

本
中
央
福
祉

市
原
町
区
石
神

〇
│
二

字
中
川
原
二
〇

│
一

デ
イ
サ
ー
ビ

同

市
原
町

株
式
会
社
ユ

同

同

同

ス
赤
い
風
船

区
深
野
字
台
畑

ニ
キ
ャ
ス
ト

市
原
町
区
深
野

二
一
│
一

字
台
畑
二
一
│

一

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
六
十
四
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事

業

所

事

業

所

の

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主
た

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の

名

称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

県
中
デ
イ
セ

郡
山
市
喜
久
田

有
限
会
社
松

福
島
県
郡
山
市

平
成
二
一
年

介
護
予
防

ン
タ
ー
ふ
れ

町
菖
蒲
池
二
二

井
指
圧

字
榧
ノ
木
九
一

七
月
三
一
日

通
所
介
護

あ
い

│
五
一
七

│
八

い
わ
き
中
央

い
わ
き
市
平
字

医
療
法
人
社

同

県
い
わ
き

平
成
二
一
年

介
護
予
防

ク
リ
ニ
ッ
ク

城
東
二
│
七
│

団
い
わ
き
中

市
平
字
四
町
目

五
月
三
一
日

訪
問
介
護

訪
問
介
護
事

一
四

央
ク
リ
ニ
ッ

一
八
総
和
ビ
ル

業
所

ク

三
階

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
六
十
五
号

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前
の
事

変
更
後
の
事

事

業

所

の

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主
た

サ
ー
ビ
ス

業
所
の
名
称

業
所
の
名
称

所

在

地

称(

個
人
に

る
事
務
所
の
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

在
地(

個
人
に

氏
名)

あ
っ
て
は
、
住

所)

渡
部
病
院
あ

医
療
法
人
あ

西
白
河
郡
矢
吹

医
療
法
人
あ

福
島
県
西
白
河

介
護
予
防

さ
ひ
訪
問
看

さ
ひ
会
訪
問

町
文
京
町
二
二

さ
ひ
会

郡
矢
吹
町
文
京

訪
問
看
護

護
ス
テ
ー
シ

看
護
ス
テ
ー

六

町
二
二
六

ョ
ン

シ
ョ
ン

特
定
非
営
利

ヘ
ル
パ
ー
ス

い
わ
き
市
平
研

特
定
非
営
利

福
島
県
い
わ
き

介
護
予
防

活
動
法
人
い

テ
ー
シ
ョ
ン

町
一

活
動
法
人
い

市
平
研
町
一

訪
問
介
護

わ
き
自
立
生

未
来

わ
き
自
立
生

活
セ
ン
タ
ー

活
セ
ン
タ
ー

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

公
告
第
四
百
六
十
六
号

介
護
保
険
法(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

事
業
所
の

変
更
前
の
事
業

変
更
後
の
事
業

事
業
者
の
名

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ
ス

名

称

所
の
所
在
地

所
の
所
在
地

称(

個
人
に

た
る
事
務
所

の
種
類

あ
っ
て
は
、

の
所
在
地

氏
名)

(

個
人
に
あ
っ

て
は
、
住
所)

ふ
れ
あ
い
ず

会
津
若
松
市
東

会
津
若
松
市
東

特
定
非
営
利

福
島
県
会
津

介
護
予
防

ス
マ
イ
ル
訪

千
石
三
│
四
│

千
石
一
│
一
│

活
動
法
人
ふ

若
松
市
東
千

訪
問
介
護

問
介
護
事
業

五
〇

一
一

れ
あ
い
づ
ス

石
一
│
一
│

所

マ
イ
ル

一
一

ケ
ア
ヘ
ル
パ

同

市
古

同

市
真

株
式
会
社
楓

同

同

ー
楓

川
町
四
│
八

宮
新
町
北
二
│

市
真
宮

一
八

新
町
北
二
│

一
八

い
わ
き
市
社

い
わ
き
市
平
字

い
わ
き
市
平
字

社
会
福
祉
法

同

県
い
わ

同

会
福
祉
協
議

菱
川
町
六
│
四

菱
川
町
一
│
三

人
い
わ
き
市

き
市
平
字
菱

会
指
定
訪
問

社
会
福
祉
協

川
町
一
│
三

介
護
事
業
所

議
会

い
わ
き
市
社

同

同

同

同

介
護
予
防

会
福
祉
協
議

訪
問
入
浴

会
指
定
訪
問

入
浴
介
護
事

業
所

社
会
福
祉
法

郡
山
市
中
町
五

郡
山
市
深
沢
二

社
会
福
祉
法

同

県
郡
山

介
護
予
防

人
太
田
福
祉

│
二
五

│
三
│
一

人
太
田
福
祉

市
熱
海
町
玉

通
所
介
護

記
念
会
太
田

記
念
会

川
字
阿
曾
沢

デ
イ
サ
ー
ビ

一
一
│
一

ス
セ
ン
タ
ー

(

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
室)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
号

公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
次
の

施
設
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
、
猪
苗
代
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

取
消
年
月
日

施

設

の

所

在

地

施

設

の

名

称

施
設
の
管
理
者

平
成
二
一
年

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
古
城
町
一
三
二

猪
苗
代
町
民
体
育
館

猪
苗
代
町
教
育

四
月
一
日

│
七

委
員
会
教
育
長

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
四
号

福
島
県
海
面
に
お
け
る
小
型
定
置
漁
業
の
保
護
区
域
に
つ
い
て
、
漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第

二
百
六
十
七
号)

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

前

田

幸

徳

一

保
護
区
域

小
型
定
置
漁
業
の
保
護
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

漁

業

の

種

類

保

護

区

域

小
型
定
置
漁
業(

さ
け
角
網

網
漁
具
張
り
立
て
の
位
置
か
ら
、
前
面
五
百
メ
ー
ト
ル
、
後
面

漁
業
を
含
む
。)

五
百
メ
ー
ト
ル
及
び
沖
面
五
百
メ
ー
ト
ル
の
連
絡
線
に
よ
っ
て

囲
ま
れ
た
区
域

二

漁
業
の
禁
止

一
の
保
護
区
域
に
お
い
て
は
、
ま
き
網
漁
業
、
固
定
式
さ
し
網
漁
業
、
流
し
網
漁
業
、
沿
岸
か
に

か
ご
漁
業
、
機
船
船
び
き
網
漁
業
、
は
も
か
ご
漁
業
、
ど
う
漁
業
及
び
つ
ぼ
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら

な
い
。

三

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

と
す
る
。
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